
令和元年度 第１回恵庭市情報公開・個人情報保護審査会 

令和元年７月２３日（火）１３時３０分～

市 役 所 2 階  ２ ０ ４ 会 議 室

１ 委嘱状の交付 

２ 副市長挨拶 

３ 自己紹介 

４ 会長及び副会長の選出 

５ 会長・副会長挨拶 

６ 諮 問 

７ 報 告  

【報告事項】 

  ① 平成３０年度 公文書公開状況及び個人情報開示状況について 

  ② えにわプレミアム付商品券事業について 

８ 議 事 

【諮問事項】 

① 日常生活用具給付等事業、地域生活支援給付事業及び社会参加促進事業の

申請に係る所得情報及び課税情報の目的外利用について

９ その他 

① 特定個人情報保護評価書の様式の変更について

② 前回の諮問・答申事項に係る運用状況の報告について 

１０ 閉 会 





第８期 恵庭市情報公開・個人情報保護審査会委員名簿

（任期：令和元年７月１日～令和３年６月３０日） ※５０音順

氏  名 経  歴  等

大 岩 則 子 平成２７年７月１日～（３期目）

亀 石 和 代

個人情報保護審査会：平成１３年７月１日～平成１９年３月５日

情報公開・個人情報保護審査会：平成１９年３月６日～

（通算１０期目）

白 﨑 亜紀子 平成２７年７月１日～（３期目）

松 本 史 典
平成２５年７月１日～（４期目）

行政書士（松本史典法務事務所）

森 田 祐 一
平成２６年５月２２日～（４期目）

弁護士（恵庭法律事務所）

会議出席事務局職員及び説明員名簿

事  務  局  職  員

氏  名 所        属

横 道 義 孝 総務部長

内 山 素 宏 総務部次長

佐々木 文 人 総務部総務課長

根 深 忠 大 総務部総務課 法制担当主査

藤 原 千 佳 総務部総務課 法制担当主事

説     明     員

氏  名 所        属

藤 本 恵美子 保健福祉部障がい福祉課長

佐 藤 和 彦 保健福祉部障がい福祉課主査





公開 一部公開 非公開 不存在 取下げ 存否応答拒否

市長 18 11 5 2

教育委員会 1 1

選挙管理委員会 1 1

消防長 6 5 1

計 26 17 7 0 0 2 0 0

全部開示 一部開示 非開示 不存在 取下げ 存否応答拒否

市長 71 69 2

消防長 1 1

計 72 69 3 0 0 0 0 0

※公開、開示請求のなかった実施機関は掲載を省略しました。

■個人情報開示請求及び決定の状況

実施機関
請求
件数

開示請求に対する決定内容 不服
申立て

平成３０年度　公文書公開・個人情報開示請求件数

■公文書公開請求及び決定の状況

実施機関
請求
件数

公開請求に対する決定内容 不服
申立て
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○　平成３０年度　公文書公開状況及び個人情報開示状況について
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えにわプレミアム付商品券事業概要について

１ 趣旨 

 消費税・地方消費税率の１０％への引き上げが低所得者・子育て世帯（３歳半未満児）の消

費にあたえる影響を緩和するとともに、市内の消費を喚起・下支えすることを目的として、２

万円で２万５千円分を利用できる「えにわプレミアム付商品券（以下「商品券」という。）」

を発行する。 

２ 実施主体 

商品券の発行、販売、換金事務等は、恵庭市（委託含む）が担う。 

３ 事業内容 

（１）商品券名称 えにわプレミアム付商品券 

（２）対象世帯  ①低所得者(住民税非課税世帯) 

         ②子育て世帯(3歳半未満児童のいる世帯) 

（３）発行総額  ４億円程度 

（16,000人を想定  非課税の方14,200人・児童1,800人） 

（４）販売価格  500円券×10枚 5,000円相当を１綴りとし、4,000円で販売する。 

１人に対して最大で５回に分割して販売。 

（５）購入限度  ①低所得世帯(住民税非課税の方) 

一世帯一人につき 20,000円(25,000円相当) 

         ②子育て世帯(3歳半未満児童)

３歳半未満児童１人あたり20,000円(25,000円相当) 

          ①と②の併給可 

（６）事業者募集 ６月３日(月)～７月５日(金)まで参加事業者を募集（事業者一覧掲載分） 

また、券の販売時に最新の事業者一覧表を配布する。 

４ スケジュール 

（１）申請書発送 2019年7月16日(火)(低所得者のみ) 

（２）申請期間 2019年7月17日(水)～2019年11月30日(土)(低所得者のみ) 

（３）引換券発送 2019年9月上旬～(低所得者・子育て世帯) 

（４）販売期間 2019年9月17日(火)～2020年1月31日(金) 

（５）使用期間 2019年10月1日(火)～2020年2月29日(土) 

（６）換金期間 2019年10月1日(火)～2020年3月31日(火) 

※ 指定日に参加金融機関での換金とする。 

５ 実施結果の集計 

 商品券の購入状況や各店舗の換金情報等から把握し実施結果の集計を行う。 

所管  企画課・商工労働課・福祉課・子ども家庭課 
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○　えにわプレミアム付商品券事業について



個人情報の件名

情報区分内容 目的 主管課

平成31年度の住民税情報。平成31年度の課
税・非課税・未申告対象者情報

市町村民税（均等割）が課税されていない者（市町
村民税（均等割）が課税されている者の扶養親族
等を除く）の確認に際し個人情報目的外利用する

税務課

母子生活支援施設・児童擁護施設等に入所し
ている児童等及び保護者

※ 配偶者のない女子又はこれに準ずる事情に
ある女子及びその者の監護すべき児童を入所
させて、これらの者を保護する施設

基準日(平成31年1月1日)時点で措置入所に該当
している場合には、保護者の扶養親族等ではない
ものとみなしてプレミアム商品券購入対象者に関
する審査を行うため、個人情報目的外利用及び外
部提供する

※児童等　　22才に満たないものまで含む

子ども家庭課

障害者虐待防止法の規定による措置入所者及
び養護者

基準日(平成31年１月1日）時点で措置入所等障害
者に該当している場合には、養護者の扶養親族等
ではないものとみなしてプレミアム商品券購入対象
者に関する審査を行うため、個人情報目的外利用
及び外部提供する

障がい福祉課

障害者総合支援・身体障害者福祉法・知的障
害者福祉法の規定による入所措置が採られて
いる入所児童及び保護者

基準日(平成31年１月1日)時点で措置入所に該当
している場合には、保護者の扶養親族等ではない
ものとみなしてプレミアム商品券購入対象者に関
する審査を行うため、個人情報目的外利用及び外
部提供する

障がい福祉課

高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に関する
法律の規定による措置入所者及び養護者

基準日(平成31年１月1日)時点で措置入所等高齢
者に該当している場合には、養護者の扶養親族等
ではないものとみなしてプレミアム商品券購入対象
者に関する審査を行うため、個人情報目的外利用
及び外部提供する

介護福祉課

平成31年1月1日時点で住民基本台帳に記録さ
れている者の住所・氏名・生年月日など個人特
定情報と住民登録移動情報

※個人情報条例の規定に関わらず利用可能

プレミアム付商品券の基準日は平成31年１月１日
であるため、各市町村は基準日時点で当該市町村
の住民基本台帳に記録されている者をプレミアム
商品券購入対象者
とする。
※基準日において国内で生活していたがいずれの
市町村の住民基本台帳にも記録されておらずか
つ、基準日の翌日以後始めて市町村の住民基本
台帳に記録されることとなった者を含む。
基準日に住民基本台帳に記録されている外国人
についても、プレミアム商品券購入対象者とする。
以上支給対象者の判断をするため個人情報目的
外利用する。

市民課

生活保護制度の被保護者情報

※個人情報条例の規定に関わらず利用可能

基準日（平成31 年１月１日）における生活保護制
度の被保護者については、生活保護基準が本年
10月に消費税率引上げの影響を含み総合的に勘
案して改定される予定であるため購入対象者から
除外することから、被保護者を特定するため個人
情報目的外利用する。

福祉課

4



様式第10号 

個人情報保護制度運営審査諮問書 

第    号  

令和  年 月 日  

恵庭市情報公開・個人情報保護審査会 

 会長 亀 石 和 代  様 

恵庭市長 原 田   裕  印  

 恵庭市個人情報保護条例第9条第1項第4号の規定により個人情報保護制度の運営審査

事項について諮問いたします。 

諮 問 事 項 の 区 分 

□ 本人以外のものからの個人情報の収集(第7条第3項第6号) 

□ 要配慮個人情報の収集(第7条第5項第2号) 

 目的外利用(第9条第1項第4号) 

□ 外部提供(第9条第1項第4号) 

□ オンライン結合による提供(第10条第2号) 

□ 開示をしないことができる保有個人情報の判断(第18条第5号) 

諮問事項に係る個人

情報の件名又は内容 

 日常生活用具給付等事業、地域生活支援給付事業及び社会参加促

進事業の申請に係る所得情報及び課税情報の目的外利用につい

て 

諮問内容 

地域生活支援事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律において、市町村が必ず実施しなくてはな

らない必須事業と、地域の実情に応じ、実施することができる任

意事業について規定されています。 

（上記事業については、当市の要綱に基づき実施している事業） 

市では、障がい者の日常生活や社会生活を総合的に支援する

ため、各法令に基づき様々なサービス（事業）を実施しておりま

す。（別紙参照） 

これらの制度は、法令等により課税状況や収入（所得）に応じ

て、自己負担額（負担上限額）が定められていることから、支給

決定を行う際に、課税情報等が必要となります。 

手続としましては、申請時に申請書とは別に、（所得調査等）

同意書に氏名・住所を記入し押印をいただいております。 

障がいのある方の中には自身で記載することが困難な方や印

鑑を忘れたため再度来庁することが負担になる方もいらっしゃ

います。 

障がい者の負担軽減を図るため、上記制度の申請において、

当市に課税情報があるものについては、本人同意による手続を

省略し、課税情報を目的外利用することについて諮問します。 

主 管 課  保健福祉部 障がい福祉課 
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○　個人情報保護制度運営審査諮問書
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審査に必要な情報

収入（課税）
市町村民税課税

（税務課）

日常生活用具給付等事業費 日常生活用具給付等事業費 ○ 182

移動支援事業費 ○ 42

福祉ホーム支援事業費 ○ 3

訪問入浴サービス支援事業費 ○ 4

日中一時支援事業費 ○ 20

身体障がい者自動車改造支援費 ○ 2

身体障がい者自動車運転免許取得支援費 ○ 1

平成30年度
受付人数
（利用者）

地域生活支援事業一覧

社会参加支援事業費

地域生活支援給付事業費

地
域
生
活
支
援
事
業

法令・制度一覧
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特定個人情報保護評価書新旧対照表

変更前 変更後
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○
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つ
い
て



変更前 変更後
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変更前 変更後
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変更前 変更後
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変更前 変更後

新設
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変更前 変更後
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